
議案第 ５ 号

　　　川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

　川崎市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

　　　　　　　　　　　　　令和３年 ２ 月１５日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

　　　川崎市手数料条例の一部を改正する条例

　川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）の一部を次のように改正

する。

　第２条第１９７号ア中カをキとし、ウからオまでをエからカまでとし、同号

アイ中「３００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改め、同号ア

イを同号アウとし、同号アアの次に次のように加える。

　　　イ�　非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの　　　　　　　　　　　　　２７，０００円　

　第２条第１９７号イア中ｆをｇとし、ｃからｅまでをｄからｆまでとし、同

号イアｂ中「３００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改め、同

号イアｂを同号イアｃとし、同号イアａの次に次のように加える。

　　　　ｂ 　増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が３００平方メー

トル以上１，０００平方メートル未満のもの　　２７，０００円

　第２条第２４８号中「第１１条の４第１項第１号」を「第１１条の３第１項

第１号」に、「第１１条の４第１項第５号」を「第１１条の３第１項第５号」

に改め、同条第２６４号アイｂ中⒡を⒢とし、⒞から⒠までを⒟から⒡までと



し、同号アイｂ⒝中「３００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に

改め、同号アイｂ⒝を同号アイｂ⒞とし、同号アイｂ⒜の次に次のように加え

る。

　　　　　⒝ 　共用部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００

平方メートル未満のもの　　　　　　　　　　１７，０００円　

　第２条第２６４号アイｃ中⒡を⒢とし、⒞から⒠までを⒟から⒡までとし、

同号アイｃ⒝中「３００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改め、

同号アイｃ⒝を同号アイｃ⒞とし、同号アイｃ⒜の次に次のように加える。

　　　　　⒝�　非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，００ 

０平方メートル未満のもの　　　　　　　　　１７，０００円　

　第２条第２６４号イイｂ⒜中ⅵをⅶとし、ⅲからⅴまでをⅳからⅵまでとし、

同号イイｂ⒜ⅱ中「３００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改

め、同号イイｂ⒜ⅱを同号イイｂ⒜ⅲとし、同号イイｂ⒜ⅰの次に次のように

加える。

　　　　　　ⅱ 　共用部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，００ 

０平方メートル未満のもの　　　　　　　１４０，０００円

　第２条第２６４号イイｃ⒜中ⅵをⅶとし、ⅲからⅴまでをⅳからⅵまでとし、

同号イイｃ⒜ⅱ中「３００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改

め、同号イイｃ⒜ⅱを同号イイｃ⒜ⅲとし、同号イイｃ⒜ⅰの次に次のように

加える。

　　　　　　ⅱ 　非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，０ 

００平方メートル未満のもの　　　　　　３００，０００円

　第２条第２６４号イイｃ⒝中ⅵをⅶとし、ⅲからⅴまでをⅳからⅵまでとし、

同号イイｃ⒝ⅱ中「３００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改

め、同号イイｃ⒝ⅱを同号イイｃ⒝ⅲとし、同号イイｃ⒝ⅰの次に次のように



加える。

　　　　　　ⅱ 　非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，０ 

００平方メートル未満のもの　　　　　　１２０，０００円

　第２条第２６８号アア中ｆをｇとし、ｃからｅまでをｄからｆまでとし、同

号アアｂ中「３００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改め、同

号アアｂを同号アアｃとし、同号アアａの次に次のように加える。

　　　　ｂ 　非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００

平方メートル未満のもの　　　　　　　　　　２９０，０００円

　第２条第２６８号アイ中ｆをｇとし、ｃからｅまでをｄからｆまでとし、同

号アイｂ中「３００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改め、同

号アイｂを同号アイｃとし、同号アイａの次に次のように加える。

　　　　ｂ 　非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００

平方メートル未満のもの　　　　　　　　　　　１７，０００円

　第２条第２６８号アウ中ｆをｇとし、ｃからｅまでをｄからｆまでとし、同

号アウｂ中「３００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改め、同

号アウｂを同号アウｃとし、同号アウａの次に次のように加える。

　　　　ｂ 　非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００

平方メートル未満のもの　　　　　　　　　　１１０，０００円

　第２条第２６８号イアａ中⒡を⒢とし、⒞から⒠までを⒟から⒡までとし、

同号イアａ⒝中「３００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改め、

同号イアａ⒝を同号イアａ⒞とし、同号イアａ⒜の次に次のように加える。

　　　　　⒝�　増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上１，０００平方メートル未満のもの　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９０，０００円　

　第２条第２６８号イアｂ中⒡を⒢とし、⒞から⒠までを⒟から⒡までとし、



同号イアｂ⒝中「３００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改め、

同号イアｂ⒝を同号イアｂ⒞とし、同号イアｂ⒜の次に次のように加える。

　　　　　⒝�　増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が３００平方メ

ートル以上１，０００平方メートル未満のもの　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７，０００円　

　第２条第２６８号イアｃ中⒡を⒢とし、⒞から⒠までを⒟から⒡までとし、

同号イアｃ⒝中「３００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改め、

同号イアｃ⒝を同号イアｃ⒞とし、同号イアｃ⒜の次に次のように加える。

　　　　　⒝�　増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が３００平方メ 

ートル以上１，０００平方メートル未満のもの　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１０，０００円　

　第２条第２７０号中「第２９条第１項」を「第３４条第１項」に改め、同号

ア中「第３０条第１項各号」を「第３５条第１項各号」に改め、同号アイｂ中

⒡を⒢とし、⒞から⒠までを⒟から⒡までとし、同号アイｂ⒝中「３００平方

メートル」を「１，０００平方メートル」に改め、同号アイｂ⒝を同号アイｂ

⒞とし、同号アイｂ⒜の次に次のように加える。

　　　　　⒝�　共用部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，０００ 

平方メートル未満のもの　　　　　　　　　　１７，０００円

　第２条第２７０号アイｃ中⒡を⒢とし、⒞から⒠までを⒟から⒡までとし、

同号アイｃ⒝中「３００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改め、

同号アイｃ⒝を同号アイｃ⒞とし、同号アイｃ⒜の次に次のように加える。

　　　　　⒝�　非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，００ 

０平方メートル未満のもの　　　　　　　　　１７，０００円

　第２条第２７０号イイｂ⒜中ⅵをⅶとし、ⅲからⅴまでをⅳからⅵまでとし、

同号イイｂ⒜ⅱ中「３００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改



め、同号イイｂ⒜ⅱを同号イイｂ⒜ⅲとし、同号イイｂ⒜ⅰの次に次のように

加える。

　　　　　　ⅱ 　共用部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，００ 

０平方メートル未満のもの　　　　　　　１４０，０００円

　第２条第２７０号イイｃ⒜中ⅵをⅶとし、ⅲからⅴまでをⅳからⅵまでとし、

同号イイｃ⒜ⅱ中「３００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改

め、同号イイｃ⒜ⅱを同号イイｃ⒜ⅲとし、同号イイｃ⒜ⅰの次に次のように

加える。

　　　　　　ⅱ 　非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，０ 

００平方メートル未満のもの　　　　　　２９０，０００円

　第２条第２７０号イイｃ⒝中ⅵをⅶとし、ⅲからⅴまでをⅳからⅵまでとし、

同号イイｃ⒝ⅱ中「３００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改

め、同号イイｃ⒝ⅱを同号イイｃ⒝ⅲとし、同号イイｃ⒝ⅰの次に次のように

加える。

　　　　　　ⅱ 　非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上１，０ 

００平方メートル未満のもの　　　　　　１１０，０００円

　第２条第２７１号中「第３０条第２項後段」を「第３５条第２項後段」に、

「第２９条第１項」を「第３４条第１項」に改め、同条第２７２号中「第３１

条第１項」を「第３６条第１項」に改め、同号ア中「第３０条第１項」を「第

３５条第１項」に改め、同条第２７３号中「第３１条第２項」を「第３６条第

２項」に、「第３０条第２項後段」を「第３５条第２項後段」に、「第３１条

第１項」を「第３６条第１項」に改め、同条第２７４号中「第３６条第１項」

を「第４１条第１項」に、「第２条第３号」を「第２条第１項第３号」に改め、

同号イ中「第６条第２項」を「第６条第３項」に改める。

　　　附　則



　この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第２条第２４８号の

改正規定は、公布の日から施行する。

参考資料

　　　制　定　要　旨

　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律施行令の一部改正により、建築物エネルギー消費性

能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲が拡大されたことに伴い、

新たに特定建築物とされた建築物に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定

に係る手数料を定めること、低炭素建築物新築等計画の認定の申請等に係る手

数料の区分を変更すること等のため、この条例を制定するものである。


